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告 示

島根県告示第628号

島根県青少年の健全な育成に関する条例（昭和40年島根県条例第21号）第６条第１項の規定により、次の図書類を青少

年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない図書類として指定するので、同条例第27条の規定により告示する。

平成30年９月21日

島根県知事 溝 口 善兵衛

指定番号 種類 図 書 名 称 発行・出版社名 指定の理由

16065 書籍 春を抱いていたＡＬＩＶＥ５ リブレ 次のいずれかに該当し、青少

16066 雑誌 まんがグリム童話 ７月号 ぶんか社 年の健全な育成を阻害するもの

16067 雑誌 ヤングラブコミックアヤ ７月号 宙出版 であると認められるため。

16068 書籍 おとなのインターネット2017 ㈱晋遊社  性的感情を著しく刺激する

16069 書籍 ググるな危険！絶対に検索してはいけ ㈱ダイアブレス もの

ないワード156  粗暴性を著しく助長し、又

16070 書籍 悪用禁止の知恵500連発！悪知恵の帝王 ㈱宝島社 は残虐性を助長するもの

16071 雑誌 実話ナックルズ ７月号 ミリオン出版㈱  自殺又は犯罪を誘発するも

16072 雑誌 裏モノＪＡＰＡＮ ６月号 ㈱鉄人社 の

島根県告示第629号

次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３に

おいて準用する同法第30条の規定により告示する。

平成30年９月21日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

浜田市三隅町河内1028－１・1028－７・1028－８・1028－11・1028－13・1028－15・1442－５・1442－６・1442－

19・1444－４・1655－３・1656－２・1657－３・1666－５から1666－７まで・1667－２から1667－４まで・1668－１か

ら1668－３まで・1668－５から1668－12まで（以上30筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

三隅町河内1028－１・1028－７・1028－８・1028－11・1028－13・1028－15・1442－５・1442－６・1656－２・

1668－１・1668－２（以上11筆国有林）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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第3,042号 島 根 県 報 平成30年９月21日

島根県告示第630号

次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３に

おいて準用する同法第30条の規定により告示する。

平成30年９月21日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

雲南市加茂町砂子原694－１から694－３まで、694－11、1437－16から1437－23まで、1439－10から1439－12ま

で、1487－７から1487－10まで、1488－５から1488－９まで、1490－３、1490－４、1491－４から1491－６まで、

1491－32、1492－12から1492－16まで、1493－５、1493－６、1494－９から1494－13まで、1495－10から1495－14ま

で、1496－９から1496－15まで、1498－10、1507－７、1507－８、1716－２

 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

主伐は択伐による。(ア)

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標(イ)

準伐期齢以上のものとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。(ウ)

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

雲南市加茂町砂子原1400、1411、1461－１、1684－３、1793

 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

主伐は択伐による。(ア)

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標(イ)

準伐期齢以上のものとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。(ウ)

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第631号

次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３に

おいて準用する同法第30条の規定により告示する。

平成30年９月21日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

雲南市加茂町611・613－２（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）、612、614、615、618
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第3,042号 島 根 県 報 平成30年９月21日

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

島根県告示第632号

次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３に

おいて準用する同法第30条の規定により告示する。

平成30年９月21日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

雲南市加茂町三代1213－１、1213－３、1660－10から1660－13まで、1663－２、1672－２、1672－19、1690－３（次

の図に示す部分に限る。）、1690－４、1904－２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

加茂町三代1213－１、1213－３、1660－10から1660－13まで、1663－２、1672－２、1672－19、1690－３（次の

図に示す部分に限る。）、1904－２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

島根県告示第633号

次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する

同法第30条の２第１項の規定により告示する。

平成30年９月21日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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第3,042号 島 根 県 報 平成30年９月21日

１ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

浜田市三隅町（次の図に示す部分に限る。）

 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

次の森林については、主伐は、択伐による。(ア)

浜田市三隅町（次の図に示す部分に限る。）

その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。(イ)

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標(ウ)

準伐期齢以上のものとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。(エ)

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

浜田市三隅町（次の図に示す部分に限る。）

 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

主伐は、択伐による。(ア)

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標(イ)

準伐期齢以上のものとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。(ウ)

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

３ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所

浜田市三隅町（次の図に示す部分に限る。）

 保安林として指定された目的

魚つき

 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

次の森林については、主伐は、択伐による。(ア)

浜田市三隅町（次の図に示す部分に限る。）

その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。(イ)

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標(ウ)

準伐期齢以上のものとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。(エ)

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

特 定 調 達 公 告
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第3,042号 島 根 県 報 平成30年９月21日

次のとおり随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第372号）第12条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島

根県規則第83号）第９条の規定により公告する。

平成30年９月21日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 役務の名称及び数量

島根県第四期共同利用型電子申請サービス提供業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地

島根県地域振興部情報政策課 島根県松江市殿町１番地

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成30年８月31日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 代表取締役社長 福西 克文 大阪府大阪市北区堂島三丁目１番21号

５ 随意契約に係る契約金額

69,146,550円（消費税及び地方消費税を含む。）

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約によることとした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第６条の規定により公告する。

平成30年９月21日

島根県立中央病院病院長 小 阪 真 二

１ 入札の概要

 調達案件

超音波診断装置 一式

 調達案件の仕様

入札説明書による。

 機器納入期限

平成31年１月31日

 納入場所

島根県出雲市姫原四丁目１番地１ 島根県立中央病院

 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及

び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
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第3,042号 島 根 県 報 平成30年９月21日

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団

等」という。）を経営に関与させている者でないこと。

 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和45年島根県告示第４号）第４条の規定により、入札参加

資格の認定を受け、入札参加資格者名簿の営業種目の大分類「４ 機械器具類」、中分類「 医療機器」に登録さ

れた者であること。

  の入札参加資格の認定を受けた者のうち、指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者

でないこと。

 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱（平成23年島根県告示第454号）に基づき、入札等排除

措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の規定に基づき、

医療機器等の販売業及び修理業の許可を受けた者であること。

 本公告に示した調達案件を納入することができることを証明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

 入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒693－8555 島根県出雲市姫原四丁目１番地１

島根県立中央病院事務局経営部業務課

電話0853－30－6430 ＦＡＸ0853－21－2975

 入札説明書の交付期間及び交付方法

平成30年９月21日から同年10月18日までの間（閉庁日を除く。）、 の場所において交付する（交付時間は、午前

９時から午後５時までとする。）。

なお、希望する者には、交付期間中に電子ファイルを電子メールに添付して入札説明書を交付するので、法人名

（法人のみ）、担当部課名、担当者名、電話番号及び返信先電子メールアドレスを明記して の問合せ先まで電話連

絡の上、ＦＡＸで申し込むこと。

 入札説明会

実施しない。

 書類の提出

本件入札に参加する者は、入札説明書に掲げる書類を次のとおり提出すること。

ア 提出期限

平成30年10月22日（月）午後５時まで

イ 提出方法

持参又は郵送

ウ 提出場所

 の問合せ先

 入札書の提出

入札参加資格を満たし、審査を通過した者は、次のとおり入札書を提出すること。

ア 提出期限

平成30年10月31日（水）午前10時まで

イ 提出方法

持参又は郵送。ただし、郵送の場合は、10月30日（火）午後５時までに到着していること。

ウ 提出場所

平成30年10月30日（火）までは の問合せ先とし、同月31日（水）は イの場所とする。
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第3,042号 島 根 県 報 平成30年９月21日

 開札の日時及び場所

ア 日時

平成30年10月31日（水）午前10時

イ 場所

島根県立中央病院 ３階 会議室１

４ その他

 契約手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

 入札保証金

入札者が見積もった契約金額の100分の５以上を納付すること。ただし、島根県病院局財務規程（平成19年島根県

病院局管理規程第９号）第94条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

 契約保証金

契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県病院局財務規程第117条各号のいずれかに該当する場合

は、免除する。

 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受け

なければならない。

 入札の無効

この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたときその他島根県病院局財務規程第98条各号のいずれかに該

当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。

 契約書作成の要否

要する。

 落札者の決定方法

島根県病院局財務規程第96条の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入

札者を落札者とする。

 不当介入への対応

入札の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、島根県（島根県立中央病院）に報告するとともに警

察に通報すること。

なお、当該報告及び通報を怠ったと認められるときは、注意喚起その他の必要な措置を講ずるものとする。

 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

 Nature and quantity of the Products to be purchased：Ultrasound Diagnosis System，１set

 Desired Date of Delivery：January 31 2019

 Place of Delivery：

Shimane Prefectural Central Hospital, ４－１－１ Himebara, Izumo－shi, Shimane－ken, 693－8555 Japan

 Bid Tendering Date and Time：

10：00 A.M. October 31 2018（Bids by Post must be received by ５：00 P.M. on October 30 2018）

 Information regarding Tender：

Shimane Prefectural Central Hospital, ４－１－１ Himebara, Izumo－shi, Shimane－ken, 693－8555 Japan

Tel 0853－30－6430
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